
 

 

 2019年 2月 14日  

各 位 

 

山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 

株式会社 きらやか銀行 

 

「改正債権法」を踏まえた預り資産（投資信託・債券）に係る規定及び 

約款の改定について 

 

株式会社きらやか銀行（本店 山形市 頭取 粟野 学）では、2020年 4月施行の改正民

法（債権法）を踏まえ、下記の通り預り資産（投資信託・債券）係る規定及び約款を改定い

たします。 

なお、改定後の規定及び約款は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用

されますので、予めご了承ください。 

以下に今回の改定の内容を掲示しておりますが、印刷した規定及び約款の交付をご希望の

場合は、当行本支店窓口へお申し出ください。 

 

 

記 

 

１．対象となる規定及び約款 

 （1）投資信託総合取引規定 

 （2）特定口座に係る上場株式等保管委託約款 

 （3）特定口座に係る上場株式等配当金受領委任に関する約款 

 （4）非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定 

 （5）未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 

 （6）保護預り規程兼振替決済口座管理規程 

 （7）一般債振替決済口座管理規程 

 

２．改定日  2020年 4月 1日（水） 

 

３．主な改定内容 

 ・各規定及び約款変更時の周知方法についての明確化 

 ・2019年度税制改正に伴う 2023年 1月 1日よりの未成年者口座に関する適用年齢の 

  変更について 

  以下、下記新旧対比表参照 



 

 

 

（1）投資信託総合取引規定 

 

 

 

 

 

 

 （2）特定口座に係る上場株式等保管委託約款 

 



 

 

 

（3）特定口座に係る上場株式等配当金受領委任に関する約款 

 

 

 

 

 

（4）非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定 

 

 



 

 

 

（5）未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（6）保護預り規程兼振替決済口座管理規程 

 

 

 

 

 

（7）一般債振替決済口座管理規程 

 

 



 

 

                 

                                     以上 

 

お問合せ 

きらやか銀行 事務部 資産運用事務管理課 

担当：三澤 

お問い合わせ先：023-628-3746 


